
 

公 告 

 

一般競争入札を行うので、次のとおり公告する。 

なお、この公告は、地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続きの特例を定める政令

（平成７年政令第３７２号。以下「政令」という。）の適用を受ける調達に係るものである 

 

  令和７年３月３１日 

 

鳥取市長 深 澤 義 彦    

 

１ 入札に付する事項 

⑴ 件名 消防ポンプ自動車（ＣＤ－Ⅰ型）購入 

⑵ 数量及び仕様等 入札説明書のとおり 

⑶ 納入期限 令和８年３月２７日 

⑷ 納入場所 鳥取市役所本庁舎駐車場 

 

２ 入札に参加する者に必要な資格に関する事項 

⑴ 製造の請負、物品の売買及び修理、役務の提供並びに物品の賃貸に係る調達契約の一

般競争入札又は指名競争入札に参加する者に必要な資格及びその審査申請手続等につい

て（令和５年鳥取市告示第５９３号）に基づく競争入札参加資格を有するとともに、そ

の資格区分が別表に定める「車輌及び船舶類」の「車輌」に登録されている者であるこ

と。 

⑵ 公告の日から入札（開札）の日までの間のいずれの日においても、鳥取市入札参加資

格者指名停止措置要綱（平成２５年４月１日制定）第３条の規定による指名停止措置を

受けていない者であること。 

⑶ 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４の規定に該当しない者

であること。 

⑷ 公告の日から入札（開札）の日までの間のいずれの日においても、会社更生法（平成

１４年法律第１５４号）の規定による更生手続開始の申立てが行われた者又は民事再生

法（平成１１年法律第２２５号）の規定による再生手続開始の申立てが行われた者でな

いこと。 

⑸ この入札に係る物品を納入期限までに納入場所に納入することができるとともに、仕

様書に記載された事項を確実に履行できる者であって、当該物品の納入後、修理、点検、

保守その他のアフターサービス及び部品供給等について、長期間にわたり適切かつ迅速

に対応できる体制が整備されている者であること。 

 

３ 欧州連合等の供給者を対象とした入札参加資格審査申請の認定手続きに関する事項 

  ２の⑴に定める競争入札参加資格を有さない政令に定める欧州連合等の供給者が入札参

加資格審査申請を行う場合は、次の方法によること。 

 ⑴ 入札参加資格審査申請に関する問い合わせ 

   入札説明書のとおり 

 ⑵ 申請及び書類提出期限 



  入札説明書のとおり 

 

４ 入札説明書の交付 

  入札説明書（契約条項を含む。）は、鳥取市公式ウェブサイト（https://www.city.tottori.lg.jp）

に掲載するとともに、次のとおり希望者に直接交付するものとする。 

⑴ 場所  

鳥取市幸町７１番地 鳥取市役所本庁舎４階 

鳥取市総務部検査契約課（電話：０８５７－３０－８１２１） 

⑵ 期間 

公告の日から令和７年４月１１日までの日（鳥取市の休日を定める条例（平成元年鳥

取市条例第２号）第１条第１項に規定する鳥取市の休日を除く。）の午前９時から午後５

時まで 

 

５ 入札方法 

この入札は、次に掲げるところにより郵便による入札により行うものとする。 

⑴ 宛先 〒６８０－８７９９ 日本郵便株式会社 鳥取中央郵便局留 

鳥取市総務部検査契約課行 

⑵ 郵送方法 一般書留、簡易書留又は特定記録郵便のいずれかによる。 

⑶ 郵送開始日 令和７年４月７日 

⑷ 到着期限 令和７年４月１３日（必着）まで 

 

６ 入札（開札）の場所及び日時 

⑴ 場所 鳥取市幸町７１番地 鳥取市役所本庁舎４階会議室４－２ 

⑵ 日時 令和７年４月１４日 午後１時４０分 

 

７ 無効となる入札の範囲 

この公告に示す入札に参加する者に必要な資格のない者のした入札及びこの公告、入札

説明書又は仕様書に記載する条件に違反した入札 

 

８ 落札者の決定方法等 

⑴ 落札候補者の決定 

鳥取市契約規則（昭和３９年鳥取市規則第３号）第１１条の規定に基づいて作成され

た予定価格の制限の範囲内で最低価格をもって有効な入札を行った者を落札候補者とす

る。 

⑵ 入札参加資格確認申請書の提出 

落札候補者は、令和７年４月１５日までに入札参加資格確認申請書を鳥取市総務部検

査契約課に提出しなければならない。 

⑶ 落札者の決定 

入札参加資格確認申請書により入札参加資格要件を満たしている場合には、落札候補

者を落札者とする。落札候補者が入札参加資格要件を満たしていない場合には、新たに

次の順位の者を落札候補者として入札参加資格要件の審査を行うものとし、以後落札者

の決定まで同様とする。 

 



９ 議会の議決 

  本件の物品売買契約が、議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条

例（昭和３９年鳥取市条例第１３号）第３条に規定する財産の取得に係る契約に該当する

場合は、落札後仮契約を締結するものとし、鳥取市議会の議決を得て本契約とする。 

  仮契約の締結後、議会の議決までの間に、仮契約を締結した落札者が入札参加の資格制

限又は指名停止を受けた場合は、市は仮契約を解除し、本契約を締結しないことがある。

仮契約を解除した場合、市は一切の損害賠償の責めを負わない。 

 

１０ その他 

⑴ 入札保証金 免除 

⑵ 契約保証金 免除 

⑶ 契約書作成の要否 要 

⑷ 入札及び契約手続において使用する言語、通貨及び時刻 日本語、日本国通貨及び日

本標準時 

⑸ 詳細は、入札説明書による。 

⑹ 問い合わせ先 鳥取市総務部検査契約課 

電話：０８５７－３０－８１２１ 

ファクシミリ：０８５７－２０－３９４８ 


